
東北地方整備局

東北地方の復興状況

～ 東日本大震災から１０年 ～

令和 ３年 ３月 ９日
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復旧・復興事業計画
2011年3月11日

時点
2021年3月末
見込み

完成予定

東
北
地
方
整
備
局

復興道路・復興支援道路
計画延長 ５５０km※

※国土交通省が中心となって整備している路線

供用中
１６０km
（２９％）

開通済
５１０km
（９３％）

岩手・福島県内の一部区間を除き開通

2021年内

全線開通

河川堤防
復旧・復興延長 ４８km※

※直轄河川堤防の要整備延長
阿武隈川、名取川、鳴瀬川、
旧北上川、北上川 の５河口

完成延長
０km

（ ０％）

完成延長
４７．２km
（９８％）

旧北上川の一部区間（橋梁部分等）を
除き完成（治水機能は全区間で確保）

2021年度内

全て完成

港湾防波堤
復旧延長 ８，９２０ｍ※

※大規模被災防波堤
（八戸港、釜石港、大船渡港、相馬港）

復旧延長
０ｍ

（ ０％）

全て復旧※

※2018年3月末

－

国営追悼・祈念施設 ３箇所
① 岩手県陸前高田市
② 宮城県石巻市
③ 福島県浪江町

－
① オープン
② オープン
③ 一部利用開始

2025年度内

③ 完 成

自
治
体

まちづくり
① 災害公営住宅

２９，８０８戸

② 民間住宅等用宅地
１８，２２７戸

※防災集団移転促進事業及び土地区画整理事業等に
より供給する宅地

■出典：復興庁「住まいの復興工程表
〔令和2年9月末現在〕」

① ０戸
（ ０％）

② ０戸
（ ０％）

① ２９，６５３戸
（９９．５％）

福島県内の帰還者向けの一部及び調整中
の原発避難者向けを除き完成

② 全て完成

2021年度内

① 完 成
調整中の原発避難者向けを除く

東日本大震災からの復旧・復興事業の進捗状況
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▼H28年3月以前の出店エリアと輸送ルート

高速道路
沿線に

拠点を立地

三陸沿岸地域は
空白地帯で

同業他社に依頼

内陸を経由して
関東方面へ運搬

▼H28年4月以降の出店エリア輸送状況と将来の輸送ルート

三陸沿岸道路等の整備を
見越して立地・操業開始

※久慈・釜石営業所で集荷した荷物は
北上支店で集約し、関東方面へ

（将来）八戸支店から三陸沿岸道路
を利用して関東方面へ直接輸送

：支店・営業所
：輸送ルート(H28.4時点)
：輸送ルート（R1.6時点）
：輸送ルート(全線開通後想定)

三陸沿岸道路全線開通後

平泉町

E45

E45

E46

E4

E46

E4AE4

関東方面へ

R1年9月
むつ営業所
操業開始
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釜石営業所
開設当時

現在
（R1.6）

（トン/月）

取扱量が
約2倍に

※R1.6 物流企業ヒアリング

■釜石営業所の取扱量の変化

H28年3月
釜石営業所
操業開始

三
陸
沿
岸
道
路

（
宮
古
～
八
戸
）

八戸市

○ 三陸沿岸地域は内陸に比べてアクセス性が悪く、大手輸送企業の営業所など輸送拠点の空白地域となっていた。

○ 三陸沿岸道路等の整備によるアクセス性向上を見越し、大手輸送企業が三陸沿岸地域へ立地。

○ 営業所開設当時から取扱量が倍増した営業所もあり、輸送ルート確立による物流効率化や更なる企業誘致を支援。

復旧・復興事業による効果 ～道路～

：支店・営業所

：輸送ルート（沿岸）

：輸送ルート(同業他社)

H28年3月
久慈営業所
操業開始

H29年5月
気仙沼営業所
操業開始
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○ 相馬福島道路の整備と港湾の復旧・復興により、相馬港では企業進出が進んでいる。

○ 新たに進出した鉄鋼加工メーカーでは、物流の効率化により、取引の拡大を実現。

○ 相馬～福島の全線開通により、輸送時間が短縮され、被災地の産業復興を支援。

▼相馬港および周辺工業団地の企業立地状況

▼相馬福島道路開通による物流効率化

復旧・復興事業による効果 ～道路～

新増設件数：28件
設備投資額1,898億円

開通により１台２往復が可能に

相馬福島道路
未開通

相馬福島道路
開通

山形便往復

山形便往復 福島便往復

福島便往復

終業時間始業時間

1台目

2台目

1台目

福島便往復

▼製品輸送に必要な台数の縮減

取引額
1.4倍

取引額
1.5～2.5倍

取引額
1.2倍

取引額
1.2倍
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○ 港湾や復興道路等の社会資本インフラの集中整備により、港湾周辺や利便性が向上した地域では、新規企
業の立地や工場の増設が活発化。

○ 東北管内太平洋側港湾を利用する企業では、新たに約８，０００億円の企業投資と、約７，５００人の新規雇
用が創出。

復旧・復興事業による効果 ～港湾～
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○直轄河川及び仙台湾南部海岸の堤防完成によって、治水安全度(津波・高潮・洪水)が大きく向上。

○旧北上川では、堤防工事に併せて国・自治体・住民等が連携し、水辺を活用した賑わいの場を創出。

○被災地復興のシンボル・新たな交流拠点として、来訪者が大幅に増加。

旧北上川（石巻地区）

被災後（H24.6.23）

いしのまき元気市場来訪者数の推移

堤防と一体となった「いしのまき元気いちば」

堤防からの花火大会の観覧（石巻川開き祭り）堤防上のスペースを活用した音楽祭

旧北上川→

いしのまき
元気いちば

堤防

事業中（R2.9.10）
（年間：万人） （累計：万人）

復旧・復興事業による効果 ～河川～
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▲東日本大震災津波伝承館の展示
旧東北地整災害対策室（再現）

▲買い物客でにぎわう
道の駅「高田松原」

▲追悼の広場
（エントランスから海を望む広場に向かって）

復旧・復興事業による効果 ～国営追悼・祈念施設～
〇「３．１１伝承ロード」のゲートウェイである復興祈念公園 国営追悼・祈念施設を核として、各地の震災伝承施設
と広域ネットワークを形成し、防災力向上と地域活性化につなげる。
〇令和元年９月２２日の一部オープンから１年で約６０万人が来場。

東日本大震災
津波伝承館

累計来館者数300,000人
（R3.3月7日時点）

道の駅
「高田松原」

累計来場者数748,000人
（R3.2月末時点）

広田湾

海を望む場

追悼の広場

エントランス

奇跡の一本松
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第１１回復興加速化会議での主なポイント 令和2年12月20日開催 赤羽国土交通大臣出席

東北の創造的な復興に向けて

○復興事業を着実に完了させるため、令和３年度においても
復興関連工事の間接工事費における「復興係数」を継続。

○自治体等との連携により、「東北復興働き方・人づくり改革
プロジェクト」の取り組みを「東北管内の全市町村へ拡大」。

○産学官民の連携による「３．１１伝承ロード」の一層の推進。
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＜デザインについて＞
○ 既存のJIS記号（津波、博物館／美術館）を基にした図案の

組合せであり、新たな図案よりも理解されやすい。
○ 欧米では建物の図案が博物館と認識され、外国人旅行者にも

理解されやすい。

震災伝承施設ピクトグラム
（平成３１年４月５日商標登録登録第６１３４７５３号）

ピクトグラムを用いた道路標識

分類に応じ、統一した標章
（ピクトグラム）の運用

訪問・理解のしやすさ

震災伝承の取り組み ～交流促進・防災力の強化・地域創生に向けて～

震災伝承施設

東日本大震災から得られた実情と教訓を伝承する施設

（震災伝承施設の一例）

震災遺構 たろう観光ホテル
（岩手県宮古市）

３．１１伝承ロード

震災伝承施設をネットワーク化し、防災に関する「学び」や「備え」を国内外
に発信することで、震災を風化させず、後世に伝え続けていく取り組み

３．１１伝承ロードパンフレット

〇「震災伝承施設」の登録制度を創設し、２７１施設を登録（令和３年２月現在）。

○震災伝承施設ピクトグラムを使用した道路標識の設置を推進。

○産学官民との連携による「３．１１伝承ロード」の取組みを推進。
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